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猫を一時預かりしてくださる方を募集します 

飼い主の死亡により自宅に取り残されてしまっている猫 20頭について、動物愛護の観点から一

時預かりをしていただける方を募集する会を緊急で開催します。 

１ 日時・場所 

日時 ： 平成 30 年 1 月 28 日（日） 10:00～14:00 

場所 ： 鎌倉市役所第三分庁舎講堂（鎌倉市御成町 18−10） 

2 内容     

当該猫の所有権が整理されるまでの間に自宅等で保護し、適正に管理していただける方を募集

します。 

なお、終生飼養していただける方を条件とします。 

当日、預かり条件（別紙）について説明させていただき、条件に合致する方※に一時預かりをお

願いします。 

※当日は別紙の内容に加えて、預かり条件を加えることがあります。 

３ 当日必要なもの 
・身分を証明する書類 

・猫を連れて帰るためのキャリーバック等（段ボール箱等は不可） 

４ 主催 
 神奈川県、鎌倉市 

問合せ先  

神奈川県動物保護センター 

所長       橋爪 電話 0463-58-3411 

業務課長     岩屋 電話 0463-58-3411 

神奈川県保健福祉局生活衛生部生活衛生課 

動物愛護担当課長 松谷 電話 045-210-4932 

動物愛護グループ 大島 電話 045-210-4947 

神奈川県鎌倉保健福祉事務所生活衛生部 

部長       佐野 電話 0467-24-3900 

 

 



預かり条件 

 

次の条件に合致する方に一時預かりをお願いします。 

ただし、これらは最低限の条件であり、当日さらに預かり条件を加えることがあります。 

 

１ 次の事項を遵守し猫を預かっていただける方 

 ・猫の本能、習性等を理解し、適正に管理することにより、猫の健康及び安全を保持する。 

・猫に起因する疾病に対する知識を持つよう努める。 

 ・えさ及び水を適正に与える。 

・汚物等を適正に処理することにより、家屋の内外を清潔にし、悪臭又は昆虫等の発生を

予防する。 

・猫が人の生命、身体又は財産に害を加えないように管理する。 

・猫が逸走しないようにし、逸走した場合は、自らの責任において捜索し、収容する。 

・猫を屋内のみで管理し、通院等以外で猫を屋外に出す等は行わない。 

・当該猫が自己の管理している猫である旨を明示する。 

・預かる環境が集合住宅もしくは借家の場合は、動物を預かることについて住宅の管理者

等の了解を得ている。 

  

２ 預かった猫については原則として、当該猫の所有権が整理された翌日に「神奈川県動物

保護センター犬・猫等動物の譲渡要領」に規定する手続きを経て、譲り受け、次の項目を

遵守し、終生飼養していただける方。 

・猫を譲り受けた後も、１の項目を全て遵守する。 

・当該猫に避妊又は去勢手術の措置を講じる。 

 

 

 

 

 

別紙 


